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第１ 監査の概要

１ 監査の種別

行政監査（地方自治法第１９９条第２項の規定による監査）

２ 監査の内容

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置及び管理等について

３ 監査の目的

自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）は、突然の心停止状態になった者に対して適

切に使用することにより、救命率や社会復帰率の向上に効果があるとされている機器である。

平成１６年７月、国により非医療従事者によるＡＥＤの使用が認められたこともあり、公共施

設等を中心に普及が進み、本市においても市役所本庁舎をはじめ、本市所管の多くの公共施設

に設置されている。

一方で、ＡＥＤは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和３５年法律第１４５号）」に規定する高度管理医療機器に指定されており、適切な管理が行わ

れなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。

国は平成２１年度以降、複数回の通知を発出し、ＡＥＤの適切な管理等を徹底するよう注意

喚起をしており、平成２５年９月には、一般財団法人日本救急医療財団（以下「財団」という。）

作成の「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」を公表している。当該ガイドラインでは、

ＡＥＤの効果的かつ効率的な設置に寄与すべく、適切な維持管理に加え、教育・訓練の重要性、

市民への設置情報の提供等についても記載されている。なお、令和元年５月には、最新動向を

踏まえ、補訂されたガイドライン（以下「ガイドライン」という。）が国から示されている。

そこで、本市所管の公共施設に設置されたＡＥＤについて、機器の管理及び設置場所の表示

は適切か、施設を管理する職員が使用できる体制になっているか等の検証を行うとともに、市

民へのＡＥＤの設置場所の周知及び普及啓発活動等についても検証を行い、本市におけるＡＥ

Ｄの環境整備及び有効活用に資することを目的として監査を実施した。

４ 監査の実施期間

令和４年１０月１７日から令和５年３月３１日まで

５ 監査対象

全部局

６ 監査の方法

各課所室から提出された資料に基づき調査を行い、必要に応じて実地調査及び関係職員から

説明を聴取し、下関市監査基準に準拠して監査を実施した。
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７ 監査の着眼点

今回の監査では、主に次の事項について調査を行った。

（１） 設置が推奨される施設にＡＥＤが設置されているか。

（２） 日常点検及び機器の更新等、ＡＥＤの管理は適切か。

（３） 施設内におけるＡＥＤの設置場所及びその表示は適切か。

（４） 施設を管理する職員（指定管理者等、本市職員以外の職員を含む。）がＡＥＤを使用で

きる体制になっているか。

（５） 市民へのＡＥＤの設置場所の周知及び普及啓発活動は適切か。

（６） ＡＥＤの設置及び管理並びに活用に係る庁内の組織体制（役割分担）は適切か。

８ その他

今回の監査に関連したＡＥＤに係る関係通知等は次のとおりである。なお、本報告書におけ

る通知等の表記は、「報告書中表記」のとおりとした。

通知等名称 発出日等 報告書中表記

非医療従事者による自動体外式除

細動器（ＡＥＤ）の使用について

平 成 １ ６ 年 ７ 月 １ 日 付 け 医 政 発

0701001 号、厚生労働省医政局長

平成２４年９月２１日付け医政発

0921 第 11 号、厚生労働省医政局長

平成２５年９月２７日付け医政発

0927 第 10 号、厚生労働省医政局長

（最終改正）

厚労省通知１

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

適切な管理等の実施について（注

意喚起及び関係団体への周知依

頼）

平成２１年４月１６日付け医政発第

0416001 号・薬食発第 0416001 号、厚

生労働省医政局長、厚生労働省医薬食

品局長

－

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

適切な管理等の実施について（再

周知）

平成２５年９月２７日付け医政発第

0927 第 6 号・薬食発第 0927 第 1 号、

厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬

食品局長

厚労省通知２

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

適切な管理等の周知等について

平成２２年５月７日付け医政指発第

0507 第 3 号・薬食安発第 0507 第 2

号、厚生労働省医政局指導課長、厚生

労働省医薬食品局安全対策課長

－

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

更なる有効活用に向けた取組の推

進について（通知）

平成２６年７月７日付け消防救第

116 号、消防庁救急企画室長

－
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自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設

置登録情報の有効活用等について

平成２７年８月２５日付け医政発

0825 第 7 号、厚生労働省医政局長

厚労省通知３

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設

置登録情報の有効活用等について

平成２７年８月２５日付け、消防救

第 119 号、消防庁救急企画室長

消防庁通知１

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

適正配置に関するガイドラインに

ついて（通知）

平成２５年９月２７日付け、医政発

0927 第 8 号、厚生労働省医政局長

－

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の

適正配置に関するガイドラインの

補訂について

令和元年５月１７日付け、医政発

0517 第 11 号、厚生労働省医政局長

ガイドライン
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第２ 監査の結果

調査の概要及び結果は、次のとおりである。

１ 調査の概要

（１）書面調査

ア 実施期間

令和４年１０月１７日(月)から１１月１１日(金)まで

イ 調査内容

令和４年１０月１日現在、本市が所管する公共施設等におけるＡＥＤの管理の状況につい

て、取得方法、日常点検の状況、設置場所、設置施設の表示状況、一般財団法人日本救急医

療財団ホームページで公開されている全国ＡＥＤマップ（以下「財団全国ＡＥＤマップ」と

いう。）への設置情報登録の有無などを調査した。

ウ 調査対象

全部局

（２）実地調査

ア 実施期間

令和５年２月１５日(水)から２月２２日(水)まで

イ 調査内容

書面調査の結果より、抽出した施設に設置されたＡＥＤの実地調査を行った。

ウ 調査対象

ガイドライン等を参照に、次の１５施設を抽出し、当該施設に設置された２１台のＡＥＤ

を実地調査の対象とした。

○実地調査対象施設

No. 施設名称
指定管理者

の有無

台数(台) 

※計21台
部局名 課名

1 総務部 防災危機管理課

4 総務部 資産経営課

2 満珠荘 あり 1 福祉部 長寿支援課

3 障害者スポーツセンター あり 1 福祉部 障害者支援課

4 勤労福祉会館 あり 2 産業振興部 産業立地・就業支援課

5 地方卸売市場 唐戸市場 なし 1 農林水産振興部 市場流通課

6 海峡ビューしものせき あり 1 観光スポーツ文化部 観光施設課

7 海響館(しものせき水族館) あり 1 観光スポーツ文化部 観光施設課

8 下関市体育館 あり 1 観光スポーツ文化部 スポーツ振興課

9 市営陸上競技場 あり 1 観光スポーツ文化部 スポーツ振興課

10 乃木浜総合公園 なし 2 都市整備部 公園緑地課

11 名陵小学校 なし 1 教育委員会 学校保健給食課

12 日新中学校 なし 1 教育委員会 学校保健給食課

13 生涯学習プラザ あり 1 教育委員会 生涯学習課

14 彦島公民館 なし 1 教育委員会 生涯学習課

15 下関商業高等学校 なし 1 教育委員会 下関商業高等学校

※ 市役所本庁舎には、別に保健部所管分９台(予備等含む)あり。

1 市役所本庁舎 なし
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（３）補足調査

ア 実施期間

令和５年２月２４日(金)から３月２日(木)まで

イ 調査内容

実地調査を行ったＡＥＤ所管課に対して、施設管理に係る職員等のＡＥＤの操作講習等の

受講状況等について、書面により補足調査１を行った。

また、実地調査の結果に基づき、保健部が一括調達した以外のＡＥＤ（２１台）の消耗品

の交換及び機器本体の耐用期間の状況等について、書面により補足調査２を行った。

ウ 調査対象

補足調査１：実地調査を行った１５施設の所管課等（（２）ウ参照）

補足調査２：次表の保健部調達以外のＡＥＤ２１台の所管課等

○補足調査２対象施設【保健部調達以外のＡＥＤを設置（所管課等が調達、又は外部団体が整備等）】

（４）その他

・保健部及び消防局について、提出された資料等に基づき調査を行った。

２ 調査の結果

書面調査の結果、令和４年１０月１日現在、本市の公共施設等に設置されたＡＥＤは２７６台

であった。

※ 業務においてＡＥＤを使用する消防局（消防防災学習館及び消防訓練センター設置のＡＥ

Ｄを除く。）及び豊田中央病院設置のＡＥＤは調査対象に含まれていない。

※ 本市独立行政法人が所管する、市立大学及び市民病院設置のＡＥＤは調査対象に含まれて

いない。

着眼点ごとに区分した調査の結果は次のとおりである。

No. 施設名称
指定管理者

の有無
台数(台) 
※計21台

部局名 課名

1 市役所本庁舎(西棟４階) なし 1 総務部 防災危機管理課

2 勤労福祉会館(本館) あり 1 産業振興部 産業立地・就業支援課

3 フィッシングパーク あり 1 観光スポーツ文化部 観光施設課

4 六連丸・蓋井丸(市営渡船) なし 2 港湾局 経営課

5 菊川総合支所庁舎 なし 1 菊川総合支所 地域政策課

6 グリーンセンター上田部 なし 1 菊川総合支所 地域政策課

7 日野温泉いこいの家 なし 1 豊田総合支所 市民生活課

8 豊浦自然活用総合管理センター あり 1 豊浦総合支所 建設農林水産課

9 豊北総合支所庁舎 なし 1 豊北総合支所 地域政策課

10 道の駅北浦街道豊北 あり 1 豊北総合支所 地域政策課

11 
和久生きがいデイサービスセンター、
デイサービスセンター「ほのぼの」

あり 2 豊北総合支所 市民生活課

12 上下水道局庁舎、長府浄水場ほか なし 3 上下水道局 企画総務課ほか

13 ボートレース下関ほか なし 5 ボートレース企業局 ボートレース事業課
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（１）設置が推奨される施設にＡＥＤが設置されているか

① ＡＥＤの取得方法の状況

ＡＥＤの取得方法の状況は次表のとおりである。

書面調査の結果、取得方法は保健部保健医療政策課が賃貸借契約により一括して調達した

ＡＥＤ（以下「保健部調達ＡＥＤ」という。）が２５５台（92.4％）で大部分を占め、保健部

調達以外のＡＥＤ（以下「所管課等調達ＡＥＤ」という。）が２１台（7.6％）であった。

② 部局別ＡＥＤ設置状況

部局別のＡＥＤの設置状況は次表のとおりである。

No. 取得方法 台数(台) 構成比(％) 備考

1 保健部調達 255 92.4 保健医療政策課賃貸借

2 保健部調達以外 21 7.6

所管課(所管部局)調達 10 3.6 購入又は賃貸借

日本赤十字社整備 7 2.5

指定管理者調達 3 1.1 購入又は賃貸借

外部団体より寄贈 1 0.4

計 276 100.0

No. 部局名 台数(台) 構成比(％) 主な施設

1 総務部 6 2.2% 市役所本庁舎（西棟、東棟）

2 市民部 4 1.4% しものせき市民活動センターほか

3 福祉部 6 2.2% 満珠荘、身体障害者福祉センターほか

4 こども未来部 29 10.5% 幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園ほか

5 保健部 12 4.3% 下関保健所（市役所本庁舎）、動物愛護管理センターほか

6 環境部 5 1.8% リサイクルプラザ、吉母管理場ほか

7 産業振興部 6 2.2% 商工業振興センター、勤労福祉会館ほか

8 農林水産振興部 4 1.4% 唐戸市場、新下関市場、特牛市場ほか

9 観光スポーツ文化部 28 10.1% 下関市体育館、市民プール、海峡ビューしものせき、海響館ほか

10 都市整備部 6 2.2% 乃木浜総合公園、赤間町駐車場ほか

11 港湾局 5 1.8% 下関港国際ターミナル、六連島船員宿舎ほか

12 菊川総合支所 10 3.6% 総合支所庁舎、道の駅きくがわ、菊川温泉プール、きくがわ温泉華陽ほか

13 豊田総合支所 6 2.2% 総合支所庁舎、道の駅蛍街道西ノ市、日野温泉いこいの家ほか

14 豊浦総合支所 12 4.3% 総合支所庁舎、夢ケ丘公園プール 、リフレッシュパーク豊浦ほか

15 豊北総合支所 14 5.1% 総合支所庁舎、道の駅北浦街道豊北、角島灯台公園、豊北斎場ほか

16 教育委員会 112 40.6% 小学校、中学校、公民館、生涯学習プラザ、中央図書館ほか

17 選挙管理委員会 1 0.4% 田中町庁舎

18 消防局 2 0.7% 消防防災学習館(消防局・中央消防署合同庁舎)、消防訓練センター

19 上下水道局 3 1.1% 上下水道局庁舎、長府浄水場、北部事務所ほか

20 ボートレース企業局 5 1.8% ボートレース下関、ふく～る下関ほか

計 276 100.0%



7

書面調査の結果、部局別では、教育委員会所管の施設に設置された台数が１１２台と全体

の 40.6％を占めており、以下、こども未来部２９台（10.5％）、観光スポーツ文化部２８台

（10.1％）の順であった。なお、総合政策部を含む７部局においては所管するＡＥＤがなか

った。

③ 利用用途区分別のＡＥＤ設置状況

保健部では、毎年度、各課所室に対してＡＥＤの設置希望調査を行い、その結果を踏まえ、

「ＡＥＤ設置方針」（以下「保健部設置方針」という。）に基づき、一括調達によりＡＥＤを新

規設置、更新整備、機器の返還による再配置等を行っている。保健部設置方針の設置基準では、

設置対象施設について日々の日常点検が可能な体制があることが前提となっている。具体的に

明記された施設は、不特定多数の市民が利用する公的施設のうちの運動施設又は宿泊・入浴設

備を有する施設のみであり、それ以外の不特定多数の市民が利用する公的施設や、利用者が限

定される施設も設置対象となっている。なお、保健部設置方針は保健部が主管するＡＥＤが対

象となっており、所管課等調達ＡＥＤは含まれていない。

また、ガイドラインにおいても、ＡＥＤの設置が推奨される施設又は設置が考慮される施設

等について例示されている。

施設の利用用途区分別のＡＥＤの設置状況は次表のとおりである。

※ 本報告書における利用用途区分は、「下関市公共施設等総合管理計画（令和３年２月改訂版）」における公共

施設等の利用用途区分を参考に、「公共施設カルテ（平成３年度版）」に掲載されている施設については当該カ

ルテの利用用途区分により区分した。なお、当該カルテに掲載のない施設等（No.15 及び No.16）については

新たに区分を設定した。

No. 利用用途区分 台数(台) 構成比(％) 主な施設

1 庁舎等施設 31 11.2 市役所本庁舎、各総合支所庁舎ほか

2 集会施設 46 16.7 市民会館、生涯学習プラザ、青年の家、勤労福祉会館、公民館ほか

3 文化施設 15 5.4 海響館、中央図書館、市立美術館ほか

4 スポーツ施設 25 9.1 下関市体育館、市営陸上競技場、市民プールほか

5 医療保健福祉施設 9 3.3 身体障害者福祉センター、こども発達センターほか

6 保養観光施設 19 6.9 海峡ビューしものせき、道の駅蛍街道西ノ市ほか

7 産業振興施設 4 1.4 唐戸市場、新下関市場、特牛市場、農業公園「みのりの丘」

8 消防施設 2 0.7 消防防災学習館(消防局・中央消防署合同庁舎)、消防訓練センター

9 児童福祉施設 24 8.7 保育所、幼保連携型認定こども園ほか

10 学校教育施設 73 26.4 幼稚園、小学校、中学校、下関商業高等学校ほか

11 公園施設 2 0.7 乃木浜総合公園

12 職員住宅 1 0.4 六連島船員宿舎

13 インフラ施設 7 2.5 リサイクルプラザ、下関港国際ターミナルほか

14 その他施設 7 2.5 大谷斎場、赤間町駐車場ほか

15 企業会計施設 8 2.9 上下水道局庁舎、ボートレース下関ほか

16 上記以外 3 1.1 六連丸・蓋井丸(市営渡船)、移動図書館

計 276 100.0
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書面調査の結果、利用用途区分別では、学校教育施設に設置された台数が７３台と全体の

26.4％を占めており、以下、集会施設４６台（16.7％）、庁舎等施設３１台（11.2％）、スポーツ

施設２５台（9.1％）、児童福祉施設２４台（8.7％）の順であった。また、本市が設立した幼稚園

（休園を除く。）、小学校、中学校、高等学校（下関商業高等学校）、保育所及び幼保連携型認定こ

ども園については、すべての施設にＡＥＤが設置されていた。

また、書面調査の結果においては、本市においてＡＥＤが設置された施設等は、ガイドライン

で設置が推奨される施設（道の駅、スポーツ関連施設、市役所、学校ほか）におおむね該当する

ものであると認められ、設置が考慮される施設として例示された施設の一部（保育所及び認定こ

ども園）にも設置されていた。また、保健部調達ＡＥＤが設置された施設は、保健部設置方針に

示された施設に該当するものであると認められた。

④ ＡＥＤの当初設置年度

ＡＥＤが当初設置された年度別の状況は次表のとおりである。

書面調査の結果、ＡＥＤの当初設置年度について平成１７年度以前の設置はなかった。これ

は平成１８年度より、ＡＥＤの整備事業として、本市所有の公共施設等へのＡＥＤ設置が開始

されたことに伴うものである。

（２）日常点検及び機器の更新等、ＡＥＤの管理は適切か

ＡＥＤの適切な管理等の実施について、国から平成２１年４月１６日付けで通知（厚労省通

知２）が発出されており、日常点検等、ＡＥＤ設置者が行うべき事項が整理されている。また、

当該通知を踏まえ、ＡＥＤの管理の指針及び基準として、同年４月２２日付け保総第７８２号

で当時の保健部総務課長よりＡＥＤ設置施設管理者宛に、「ＡＥＤの適切な管理等の実施につ

いて（依頼）」（以下「保健部通知」という。）が発出されている。

なお、保健部調達ＡＥＤを所管課に引き渡す際には、保健医療政策課担当者がＡＥＤに係る

説明を行い、「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の適切な管理等の実施について」（以下「管理基

準」という。）を配布し、同時にＡＥＤ管理簿及びＡＥＤ使用報告書の様式も配付しているとの
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ことであった。管理基準は、保健部通知とは一部異なる部分も見受けられたが、厚労省通知２

を踏まえ作成されたとのことであった。

① 日常点検の頻度の状況

ＡＥＤの日常点検の頻度の状況は次表のとおりである。

書面調査の結果、すべてのＡＥＤについて日常点検が実施されていた。

日常点検の頻度については、厚労省通知２及び管理基準において特段の記載はないが、保

健部通知では毎日始業時に確認するよう記載されており、ＡＥＤの総数２７６台のうち２２

３台（80.8％）は、おおむね毎日、日常点検が実施されていた。

② 日常点検記録の状況

ＡＥＤの日常点検記録の状況は次表のとおりである。

日常点検記録については、厚労省通知２、保健部通知及び管理基準において点検結果を記

録するよう記載されている。

書面調査の結果、ＡＥＤの総数２７６台のうち２５０台（90.6％）が日常点検記録があり、

日常点検記録のないＡＥＤは２６台（9.4％）であった。

ＡＥＤの取得方法別の日常点検記録の状況は次表のとおりである。

保健部調達ＡＥＤは２５５台のうち、２４１台（94.5％）は日常点検記録があったが、１

４台（5.5％）は日常点検記録がなかった。また、所管課等調達ＡＥＤ２１台のうち、９台

（42.9％）は日常点検記録があったが、１２台（57.1％）は日常点検記録がなかった。

No 点検頻度 台数(台) 構成比(％)

1 概ね毎日(開館日のみ、平日のみ等を含む) 223 80.8

2 週１回以上 20 7.2

3 月１回以上 15 5.4

4 不定期(利用者がいる時等を含む) 18 6.5

計 276 100.0

No 日常点検記録の有無 台数(台) 構成比(％)

1 点検記録あり 250 90.6 

2 点検記録なし 26 9.4 

計 276 100.0 

③計

台数(台) ①/③(％) 台数(台) ②/③(％) 台数(台)

1 保健部調達 241 94.5 14 5.5 255

2 保健部調達以外 9 42.9 12 57.1 21

計 250 90.6 26 9.4 276

①点検記録あり ②点検記録なし
No. 取得方法
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③ 日常点検の担当者の状況

ＡＥＤの日常点検の担当者の状況は次表のとおりである。

書面調査の結果、ＡＥＤの総数２７６台のうち２６４台（95.7％）は日常点検の担当者が定

められていた。点検担当者の配置について、保健部通知及び管理基準においては特段の記載は

ないが、厚労省通知２においては日常点検の担当者の配置について規定され、複数の者による

当番制で差し支えない旨が記載されている。

実地調査の結果、毎日、朝一番に出勤する職員が点検を実施している等、特定の職員を点検

者として定めずにローテーションにより点検を実施している施設も見受けられた。

④ 消耗品の管理の状況

実地調査の結果、確認したすべてのＡＥＤについて期限を超過した消耗品（電極パッドやバ

ッテリー等）はなかった。

保健部調達ＡＥＤは、管理基準において、「パッドやバッテリー等の消耗品の管理は、基本的

にリース業者が行い、使用期限が切れる前に新たな消耗品が送付される」旨が記載され、「日常

点検の際に使用期限を確認する」よう求められている。また、補足調査２の結果、所管課等調

達ＡＥＤは、消耗品について使用期限を超過したものはなかった。

なお、厚労省通知２及び保健部通知では、「消耗品交換時期（使用期限）を記載した表示ラベ

ルをＡＥＤ本体又は収納ケース等に貼付すること」が求められているが、管理基準においては

特段の記載はなかった。

⑤ ＡＥＤ本体の更新状況

実地調査の結果、保健部調達ＡＥＤは、製造販売業者が推奨する機器本体の耐用期間を超過

したものはなかったが、所管課等調達ＡＥＤは、機器本体の耐用期間を超過して設置されてい

たものが１台あった。なお、当該機器について、実地調査時においてはインジケータランプの

表示に異常は見受けられず、バッテリーや電極パッドは定期的に交換しているとのことで、こ

れらは次回交換時期の期限内であった。

また、補足調査２の結果、所管課等調達ＡＥＤのうち、機器本体の耐用期間を超過したもの

が２台あった。

（３）施設内におけるＡＥＤの設置場所及びその表示は適切か

ガイドラインにおいては、「ＡＥＤの設置場所が容易に把握できるように施設の見やすい場

所に配置し、位置を示す掲示、あるいは位置案内のサインボードなどを適切に掲示すること」

が求められている。また、「可能な限り２４時間、誰もが使用できることが望ましい」とされ、

No 点検担当者の有無 台数(台) 構成比(％)

1 担当者あり 264 95.7

2 担当者なし 12 4.3

計 276 100.0
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「使用に制限がある場合は、ＡＥＤの使用可能状況について情報提供することが望ましい」と

されている。

① ＡＥＤの設置場所の状況

書面調査の結果、屋外設置のＡＥＤはなく、すべて屋内に設置されていた。

また、ガイドラインでは、施設内のＡＥＤはアクセスしやすい場所に配置されていることが

望ましいとされているが、書面調査の結果、設置場所は、受付窓口カウンター又は玄関など施

設出入口付近がもっとも多く、２番目に多いのは、管理事務所内など施設職員の執務室内であ

った。

② ＡＥＤが２４時間使用可能な設置形態か

ＡＥＤが２４時間使用可能な設置形態か否かは次表のとおりである。

書面調査の結果、使用可と回答した施設は、夜間に宿直がいる場合や、宿泊施設で宿泊者

有の場合などの理由により可としていた。使用不可と回答した施設においては、閉館時に施

設を施錠するためなどの理由により使用不可としていた。

実地調査をした小中学校では、いずれも使用可と回答しており、夜間等の学校開放時の利

用団体に対して、緊急時にはガラスを割って、屋内に設置しているＡＥＤを取り出して使用

してもよい旨を伝えているとのことであった。

○２４時間使用可としている事例

＜日新中学校＞ 体育館の下足箱に貼り紙とハンマーが備えられていた。

No. 設置場所 台数（台） 構成比（％）

1 使用可 75 27.2

2 使用不可 201 72.8

計 276 100.0

貼り紙の内側にハンマーがある学校の玄関にあることを表記
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③ ＡＥＤ設置施設表示の状況

ＡＥＤ設置施設の建物の外側から視認可能な表示の状況は次表のとおりである。

実地調査の結果、設置施設であることの表示が有と回答のあった施設では、施設の正面出

入口付近に表示があった。

市役所本庁舎、名陵小学校、唐戸市場など出入口が多数ある施設においては各出入口に表

示があった。

○建物の外側から視認可能な表示の例

＜市役所本庁舎１階正面出入口＞ （拡大）

＜市役所本庁舎１階西口出入口＞ ＜市役所本庁舎１階立体駐車場側出入口＞

実地調査の結果、日新中学校、乃木浜グラウンド・ゴルフ場管理事務所、乃木浜総合公園管

No. 設置施設表示の有無 台数（台） 構成比（％）

1 あり 218 79.0 

2 なし 58 21.0 

計 276 100.0 
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理事務所、障害者スポーツセンター、満珠荘においては、建物の外側から視認可能な表示がな

かった。

④ ＡＥＤ設置場所までの誘導案内表示の状況

ＡＥＤ設置場所までの誘導案内表示の状況は次表のとおりである。

実地調査の結果、名陵小学校、唐戸市場、生涯学習プラザ等においては、建物内に複数の

誘導案内表示があり、矢印などで設置場所を案内していた。

○建物内にあった誘導案内表示の例

＜名陵小学校保健室前＞ ＜生涯学習プラザ＞

＜唐戸市場２階通路＞ ＜唐戸市場内掲示板＞

No. 誘導案内表示の有無 台数（台） 構成比（％）

1 あり 68 24.6

2 なし 208 75.4

計 276 100.0

事務室にあることを表記し矢印で案内 １階受付にあることを表記し案内

防災センターにあることを表記し矢印で案内 防災センターにあることを表記し矢印で案内

海のホール、宙のホー
ル入口前、２階３階通
路、階段踊り場、エレ
ベーター前など
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⑤ 建物や施設案内図におけるＡＥＤ表示の状況

建物や施設案内図におけるＡＥＤ表示の状況は次表のとおりである。

実地調査の結果、唐戸市場、名陵小学校、生涯学習プラザ、体育館、陸上競技場、勤労福祉

会館、障害者スポーツセンター、満珠荘、海峡ビューしものせきにおいては、施設案内図に表

示があり、唐戸市場、生涯学習プラザ、勤労福祉会館においては、エレベータ内及び乗降口周

辺に表示があった。

○施設案内図で設置場所を案内していた事例

＜生涯学習プラザロビー＞ ＜体育館ロビー＞

○エレベーター内又は周辺で案内していた事例

＜勤労福祉会館エレベーター内＞ ＜勤労福祉会館エレベーター前＞

No. 施設案内図等表示の有無 台数（台） 構成比（％）

1 あり 47 17.0

2 なし 188 68.1

3 案内図なし 41 14.9

計 276 100.0

１階出入口にあることを表記し案内 １階出入口にあることを表記し案内

１階～４階まで
各階にある

１階受付にあることを案内

１階事務室にあることを案内
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市役所本庁舎においては、庁舎案内図、エレべーター周辺に、ＡＥＤ設置に関する表示はな

かった。

（４）施設を管理する職員（指定管理者等、本市職員以外の職員を含む。）がＡＥＤを使用できる

体制になっているか

ＡＥＤの使用に関して、厚労省通知１では一般市民を対象とした講習について具体的な講習

内容及び時間数等が記載され、ガイドラインでは設置施設関係者及び一般市民への教育及び訓

練の重要性について記載されている。また、保健部通知及び管理基準においては、本市職員に

対するＡＥＤ操作を含む救命救急講習会への新規及び定期的な受講を促している。

① 本市職員を対象とした普通救命講習（ＡＥＤの操作を含む。）の受講状況

消防局が実施する、本市職員（消防局職員及び看護師等の一部職員を除く。）を対象とした普

通救命講習の受講状況は次表のとおりである。

消防局では、救命処置に関する正しい知識や技術を習得、維持することを目的に、平成１

９年度より、本市職員を対象とした普通救命講習会を実施しており、毎年度、受講を促して

いる。当該講習においては、実習を通じてＡＥＤ操作を習得できるようになっており、令和

元年５月３０日時点で在籍する本市職員のうち、２，１６４人の職員が当該講習を少なくと

も１回は受講していた。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度から令和４年度にかけて、当

該講習会は実施されていない。

② 施設等におけるＡＥＤ操作に係る講習（普通救命講習等）の実施及び受講状況

補足調査１の結果、すべての実地調査対象施設（直営施設は所管課を含む。）において、ＡＥ

Ｄ操作に係る講習（普通救命講習等）の受講者は所属職員の半数を超えており、名陵小学校、

障害者スポーツセンター、下関市体育館及び生涯学習プラザの所属職員（指定管理者を含む。）

は全員受講済みであった。

実地調査及び補足調査１で確認した施設のうち、ＡＥＤ操作に係る講習会（普通救命講習等）

を実施している施設の状況は次表のとおりである。

直近受講年度 受講者数(人) 構成比(％)

平成25年度以前 931 43.0

平成26年度～平成31年度 1,233 57.0

計 2,164 100.0

※ 消防局提供のデータによる。

※ 平成31年度は4月実施分までの数値である。
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③ 施設内のＡＥＤ設置場所の職員への周知状況

ガイドラインにおいては、ＡＥＤを設置した施設の全職員が、その施設内におけるＡＥＤの

正確な設置場所を把握していることが求められている。

実地調査及び補足調査１の結果、施設内のＡＥＤ設置場所については、直営施設では市役所

本庁舎を除き全職員に周知され、指定管理施設では施設を管理する指定管理者の全職員に周知

されていることを確認した。

④ ＡＥＤの使用状況（本市所管の公共施設に係る保健部への報告分のみ。）

保健部調達ＡＥＤに関して、保健部に報告された、令和２年度から令和４年１０月末までの

ＡＥＤの使用状況は、次表のとおりである。

No. 施設名等
指定管理者

の有無
ＡＥＤ操作に係る講習（普通救命講習等）の実施及び受講状況

1 障害者スポーツセンター あり
・社会福祉センターにおいて、指定管理者（下関市社会福祉協議会）が管理す
る３施設の職員を対象に普通救命講習会を実施している。

2 勤労福祉会館 あり
・指定管理者（公益財団法人下関勤労福祉振興財団）が令和２年１月に消防局
職員を招聘、救急救命講習会を開催し、指定管理者の職員８人が心肺蘇生法及
びＡＥＤ操作について受講した。

3
海響館、満珠荘、
海峡ビューしものせき

あり
・いずれの施設もＡＥＤ設置救急ステーションとして認定されている。上級救
命講習修了者がおり、消防局職員を招聘し、普通救命講習会を実施している。

4
下関市体育館、
市営陸上競技場

あり

・同一の指定管理者（下関市公営施設管理公社）が管理する市民プールの監視
員を対象とした普通救命講習会を受講可能。
・下関市体育館は、消防局にＡＥＤ設置救急ステーションとして認定されてお
り、上級救命講習修了者がいる。

5
乃木浜総合公園
(グラウンド・ゴルフ場)

なし
・ＡＥＤを設置した令和４年７月に、消防局職員を招聘し、施設を利用するグ
ラウンド・ゴルフ協会の会員４６人が普通救命講習を受講した。

6 公民館（全体） なし
・ＡＥＤの更新年及び公民館職員を対象とした研修時に、消防局職員を講師と
して招聘し、普通救命講習を実施している。

7 名陵小学校 なし
・毎年度、水泳指導の開始前に消防局職員を講師として招聘し、普通救命講習
会を実施。同校の教職員及び一部保護者が受講。

8 日新中学校 なし
・毎年度、３年生、担任及び養護教諭を対象とした普通救命講習会を実施して
いる。　※教員は新規採用研修時に受講とのこと。

9 下関商業高等高校 なし
・全教職員が普通救命講習を受講している。コロナ禍により、最近はオンライ
ンで受講している。

10 その他 なし
・校務技士、学校給食調理員を対象とした夏期研修時に、消防局職員を講師と
して招聘し、普通救命講習を実施している。

年度 回数(回) ＡＥＤ設置施設(施設外の貸出を含む。)

令和２年度 4 保養観光施設Ａ(２回)、公園施設Ｂ、集会施設Ｃ

令和３年度 7
保養観光施設Ａ、保養観光施設Ｄ、スポーツ施設Ｅ、スポーツ施
設Ｆ、産業振興施設Ｇ、学校教育施設Ｈ、学校教育施設Ｉ

令和４年度 4 産業振興施設Ｇ、公園施設Ｂ、学校教育施設Ｊ、学校教育施設Ｋ

計 15

※　保健部提供資料による（保健部調達ＡＥＤのみ・令和4年度は10月31日報告分までを集計）

※　施設の区分は本市「公共施設カルテ（平成３年度版）」の利用用途区分による。
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令和２年度の集会施設Ｃでは、消防局が認定するＡＥＤ設置救急ステーションとして登録さ

れていたため、消防局情報指令課職員が当該施設に連絡し、１１９番通報のあった施設近隣の

現場にＡＥＤを持って行くように指示、施設職員が救急車等の到着まで心肺蘇生を行い、消防

局職員へ引き継いだ事例が報告されていた。

また、令和４年度の学校教育施設Ｋでは、夜間に近隣住民が倒れたため、家族が校長に連絡

し、やむを得ず学校の窓ガラスを割ってＡＥＤを搬出し、使用した事例が報告されていた。

（５）市民へのＡＥＤの設置場所の周知及び普及啓発活動は適切か

ガイドラインにおいては、ＡＥＤを有効に機能させるために、地域のＡＥＤ設置情報を積極

的に財団や地方公共団体が運営するＡＥＤマップに登録し、住民に情報提供することが望まし

いとされている。また、厚労省通知２ではＡＥＤ設置情報の財団への積極的な登録について、

厚労省通知３及び消防庁通知１では財団全国ＡＥＤマップによる住民への設置情報の提供につ

いて、それぞれ記載されている。

ＡＥＤ設置場所に関する情報については、厚労省通知２において、製造販売業者等を通じて

積極的に財団全国ＡＥＤマップに登録するように促されている。

保健部通知や管理基準では、設置場所情報の財団全国ＡＥＤマップへの登録についての記載

はないが、保健部調達のＡＥＤを受け渡す際に登録の依頼をしているとのことであった。

① 財団全国ＡＥＤマップへの登録状況

各施設におけるＡＥＤ設置場所に関する財団全国ＡＥＤマップへの登録状況は次表のとおり

である。

保健部調達ＡＥＤ２５５台のうち、登録ありは１６４台（64.3％）であった。

書面調査時点での回答は申請中であった乃木浜総合公園のグラウンド・ゴルフ場管理事務

所は、監査期間中に登録済となったことを確認した。

なお、実地調査で確認したところ、財団全国ＡＥＤマップへの登録制度があることを認識

していない所管課も見受けられた。

書面調査における登録なしの主な理由は、次表のとおりである。

No. ＡＥＤマップ登録の有無 台数（台） 構成比（％）

1 あり 168 60.9

2 なし 107 38.8

3 申請中 1 0.4

計 276 100.0
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登録なしの主な理由として、認識不足が全体の 48.6％であった。

② 市民へのＡＥＤの設置場所の周知

ＡＥＤの設置場所に関する情報は、本市ホームページにおいて財団全国ＡＥＤマップのＵＲ

Ｌが掲載されており、市民への広報が行われている。しかし、財団全国ＡＥＤマップを見ても、

すぐに本市のＡＥＤ設置場所が確認できる表示にはなっていなかった。

なお、補足調査１の結果、公民館については、本市ホームページの公民館・図書館のページ

における各公民館の概要の中で、ＡＥＤの有無に関しての情報が掲載されていることを、また

本庁舎については、東棟１階の立体駐車場出入口付近に設置の広告付き庁舎等案内板（下関全

図）において、ＡＥＤの設置施設の一部を掲載していることをそれぞれ確認した。

③ 市民を対象とした普通救命講習会（ＡＥＤ操作を含む。）の実施状況

厚労省通知１やガイドラインにおいて、一般市民を対象としたＡＥＤの使用に関する講習に

ついて記載されており、本市では消防局の所管により実施されている。

市民を対象とした普通救命講習会の実施状況（本市職員対象分は除く。）は次表のとおりであ

る。

市民を対象とした普通救命講習会は、ＡＥＤの操作方法を含むもので、本市ホームページに

講習内容及び講習日程が案内されており、年間を通じて定期的に開催されている。

令和４年度における普通救命講習会は、中学生以上を対象とした「普通救命講習Ⅰ」が毎月

No. ＡＥＤマップ登録無の理由 台数（台） 構成比（％）

1 認識不足 52 48.6

2 申請漏れ 16 15.0

3 利用者が限定されるため 10 9.3

4 検討中（申請予定など） 8 7.5

5 任意であるため 4 3.7

6 その他（「特になし」など） 17 15.9

計 107 100.0

年度 講習回数(回) 受講者数(人) 受講者数/回(人)

平成29年度 86 1,832 21.3

平成30年度 79 1,781 22.5

令和元年度 86 1,578 18.3

令和2年度 50 565 11.3

令和3年度 62 994 16.0

令和4年度 37 933 25.2

計 400 7,683 19.2
 ※　消防局提供のデータによる。

 ※　受講者数は延べ人数である。

 ※　本市職員に対する講習分の数値は含まれていない。

 ※　令和４年度は９月末までの数値である。
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開催され、ＡＥＤ設置施設従業員等を対象とした「普通救命講習Ⅱ」、及び中学生以上対象だが

「普通救命講習Ⅰ」とは内容の異なる「普通救命講習Ⅲ」がそれぞれ２回ずつ開催されている。

普通救命講習会以外に上級救命講習会等が開催されているほか、個別開催での対応として、

おおむね１０歳以上を対象とした救命入門コースも用意されている。

④ ＡＥＤ設置救急ステーションの認定状況

多数の利用者が出入りする旅館、ホテル、店舗等で、救急事案が発生した場合、救急隊の到

着前に従業員が適切な応急救護を行うことができる事業所を、消防局が「救急ステーション」

として認定しており、ＡＥＤを常備するなど、追加の認定基準を満たした事業所は「ＡＥＤ設

置認定ステーション」として認定され、認定証及び認定表示が交付される。なお、県内の他都

市でも同様の事業が実施されている。

本市においては、令和４年１０月１日現在で４７施設が「ＡＥＤ設置救急ステーション」と

して認定されており、このうち本市所管施設は次の１９施設であった。

○ＡＥＤ設置救急ステーション（本市所管施設のみ）

No. 施設名 認定日

1 ふれあい健康ランド 平成18年3月16日

2 下関市体育館 平成18年3月16日

3 夢が丘スポーツセンター 平成20年11月18日

4 道の駅蛍街道西ノ市 平成21年3月21日

5 サングリーン菊川 平成22年1月27日

6 下関市民会館(財団法人下関市文化振興財団) 平成23年9月28日

7 海峡ビューしものせき 平成23年11月22日

8 下関球場 平成24年2月16日

9 満珠荘 平成24年2月25日

10 道の駅北浦街道豊北 平成24年6月21日

11 青年の家 平成24年12月20日

12 吉見体育館 平成25年10月17日

13 道の駅きくがわ（菊川総合交流ターミナル） 平成25年10月31日

14 深坂自然の森　森の家下関 平成27年3月16日

15 海響館（しものせき水族館） 平成28年7月30日

16 勤労者総合福祉センター 平成28年9月7日

17 彦島体育館 平成28年9月29日

18 ボートレース下関 平成28年11月7日

19 長府体育館 平成30年11月5日

※ 消防局提供のデータによる。
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○ＡＥＤ設置救急ステーションの認定表示等の状況

＜海峡ビューしものせきフロント付近＞ ＜満珠荘フロント付近＞

⑤ 学校におけるＡＥＤの普及啓発活動

実地調査で確認した、名陵小学校、日新中学校及び下関商業高等学校における児童、生徒及

び保護者等へのＡＥＤの普及啓発活動の状況は、次表のとおりである。

名陵小学校及び日新中学校においては、教職員だけでなく保護者又は生徒も対象とした普通

救命講習を実施していた。また、名陵小学校及び下関商業高等学校では、ＡＥＤの役割や設置

場所等について、校内で発行される「保健だより」により、児童や生徒、保護者に周知してい

た。

No. 学校名 学校における普及啓発活動の状況

1 名陵小学校

（普通救命講習）毎年度、水泳指導の開始前に、教職員及び保護者の夏休み
プール監視員参加者を対象に講習を実施。水泳指導の際には、マットとＡＥ
Ｄをプールに持参している。
（広報）毎年度、各家庭宛保健だより９月号において、ＡＥＤの設置場所の
写真を掲載するとともに説明文を記載している。

2 日新中学校
（普通救命講習)毎年度、担任及び養護教諭以外に、３年生を対象として普通
救命講習を実施している。

3 下関商業高等学校
（広報）毎年度、各家庭宛保健だより９月号において、心肺蘇生法とＡＥＤ
の使用方法をイラストで説明するとともに、ＡＥＤの設置場所を記載してい
た。（コロナ禍により休載）

フロント付近に認定表示がある フロント付近に認定証と認定表示がある
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○名陵小学校 保健室発行「ほけんだより」令和４年９月号より（抜粋）

（６）ＡＥＤの設置及び管理並びに活用に係る庁内の組織体制（役割分担）は適切か

本市においてＡＥＤに係る業務を所管している部局は、下関市行政規則及び下関市消防局の

組織等に関する規則において明確な定めはなく、調査の結果、実態として以下の状況が認めら

れた。

① 保健部について

ａ 本市の公共施設等に設置するＡＥＤの整備等

・本市の公共施設等に設置されるＡＥＤは、他団体の整備によるものや所管課で予算措置さ

れるものなど一部を除き、保健部で予算措置されており、各課所室からの要望を踏まえ、保

健部が賃貸借契約（消耗品の交換を含む）により一括調達している。

・保健部調達ＡＥＤを所管課に引き渡す際に、ＡＥＤの操作方法や管理について説明を行っ

ている。（契約期間中の日常点検等、管理は所管課が行っている。）

・施設の廃止等に伴い、契約期間中に余剰となった保健部調達ＡＥＤの再配置を行っている。

・保健部調達ＡＥＤに係る製造販売業者から、消耗品の交換時期や機器の不具合のあった際

の周知を行っている。

・保健部調達ＡＥＤの管理状況について不定期の調査を実施している。（直近では令和４年５

月に実施）

ｂ ＡＥＤ設置施設の情報提供

・本市ホームページにおける「ＡＥＤ設置施設の情報」というページを保健部が所管してお

り、財団全国ＡＥＤマップのＵＲＬが掲載されている。

ｃ イベント時におけるＡＥＤの貸出

・本市主催のイベント開催時において、庁内の課所室からの依頼により、保健部が予備機と
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して管理しているＡＥＤを貸し出している。

② 消防局について

ａ ＡＥＤの操作を含む救命講習会の実施

・市民に対するＡＥＤの操作を含む救命講習会を実施している。

・平成１９年度より、本市職員への普通救命講習会を実施している。（新型コロナウイルス感

染症の影響により、令和２年度から令和４年度までは本市職員に対する救命講習会は未実施。）

ｂ ＡＥＤ設置救急ステーションの認定

・多数の利用者が出入りする旅館、ホテル、店舗等で、救急隊の到着前に従業員が適切な応

急救護を行うことができ、ＡＥＤを常備するなど、認定基準を満たした事業所をＡＥＤ設置

救急ステーションの認定を行っている。令和４年１０月１日現在、４７施設が認定され、そ

のうち本市所管の認定施設は１９施設となっている。

c ＡＥＤ設置施設の情報収集

・ＡＥＤ設置施設について、毎月、各消防署所から情報を収集し、実態に即して指令システ

ムに情報を反映し活用している。

なお、現在、財団の保有するＡＥＤの設置情報は随時更新がなされておらず、不確定情報

が多いため未活用であるが、今後、指令システム更新後、財団全国ＡＥＤマップのデータと

既存データとの統合を検討したいとのことであった。
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３ 指摘事項及び意見

今回の監査においてＡＥＤの設置及び管理並びに活用について、明らかに不適切と思われる

事項は見受けられなかった。

制度的な検討が必要と思われる事項等は、次の「意見」のとおりである。

【意見】

（１）ＡＥＤの設置及び管理等の基準について

本市の公共施設等に設置されたＡＥＤについて、平成２１年４月１６日付けのＡＥＤの適切

な管理等の実施に係る国からの通知（厚労省通知２）を踏まえ、ＡＥＤの管理の指針及び基準

として、同年４月２２日付けで当時の保健部総務課長よりＡＥＤ設置施設管理者宛に「ＡＥＤ

の適切な管理等の実施について（依頼）」（保健部通知）が発出されている。しかし、その後、

ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインに係る通知（ガイドライン）やＡＥＤの設置登録情報

の有効活用に係る通知（厚労省通知３、消防庁通知１）等が国から発出されているが、それら

を踏まえて、本市の公共施設等におけるＡＥＤの設置及び管理等の基準が整備され、庁内で周

知された履歴は確認できなかった。

また、本市の公共施設等に設置されたＡＥＤについては、①保健部調達ＡＥＤと、②所管課

等調達ＡＥＤがあり、①は所管課の希望により保健部設置方針に基づき設置されているが、②

に係る設置基準はない。また、本市の公共施設等におけるＡＥＤの管理については、①の保健

部調達ＡＥＤは保健部が所管課に引き渡す際に、国からの厚労省通知２を踏まえた管理基準を

ＡＥＤ管理簿等の様式とともに配付しているが、②の所管課等調達ＡＥＤについては保健部の

関与がないため、管理基準及び管理簿等の様式は配付されていない。

本市の公共施設等におけるＡＥＤの設置及び管理等について、国からの最新の通知内容を踏

まえた取り扱いがＡＥＤの取得方法にかかわらず適切になされるよう、全庁的な基準の見直し

を検討されたい。（保健医療政策課）

（２）本市職員に対する普通救命講習会について

消防局では、市民等に向けた救命講習会を定例的に開催しており、ＡＥＤの使用を含めた救

急救命に対する意識啓発に貢献している。また、ＡＥＤ設置施設においても個別に受講するこ

とができる体制となっており、公共施設のみならず市内の事業所等の従業員の意識啓発にも寄

与している。

一方、市職員として救命処置に関する正しい知識や技術を習得、維持することを目的に、平

成１９年度より本市職員を対象とした普通救命講習会（ＡＥＤの操作を含む。）を実施している

が、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度から令和４年度にかけては当該講習

会は実施されていない。しかしながら、本庁舎をはじめ、本市が所管する多くの公共施設等に

はＡＥＤが設置されており、また勤務時間外においてＡＥＤの使用を必要とする場面に遭遇す

る可能性もある。市職員は、住民の安全安心を守る立場として、ＡＥＤの適切な操作方法など、

正しい知識や技術を習得し、それを維持することは肝要である。令和５年５月８日から新型コ

ロナウイルス感染症が５類感染症として位置づけられるようになるなど、取り巻く環境は変化
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しつつあるので、今後の状況に鑑み、市職員を対象とした普通救命講習会の再開を検討された

い。（消防局）

（３）ＡＥＤ設置情報の活用等について

平成２７年８月２５日付けのＡＥＤの設置登録情報の有効活用等に係る国からの通知（厚労

省通知３、消防庁通知１）において、ＡＥＤが必要な場合に有効に使用され、地域の救命率が

向上するよう、財団全国ＡＥＤマップの有効活用と適切な情報更新等が求められている。

例えば、厚労省通知３を踏まえた消防庁通知１では、財団全国ＡＥＤマップのうち該当する

地域の部分に関して既存のホームページ上にリンクを設定するなど、ＡＥＤの設置場所の住民

への情報提供について検討するよう記載されている。また、厚労省通知３では、ＡＥＤ設置者

に対して、財団へのＡＥＤ設置情報の新規登録や、登録済みの場合は適切な情報更新を促すな

ど、財団の設置登録情報の充実に協力するよう提言されている。

しかしながら、本市のホームページ上においては財団ホームページのＵＲＬが掲載されてい

るのみで、該当する地域の部分のＡＥＤ設置場所を確認するためには相当の時間を要する状態

となっていた。また、ＡＥＤの設置場所が登録されていたとしても、その情報の精度がＤとな

っているものや、すでに存在しない施設の情報が削除されていないものも見受けられた。

今回の行政監査においても、書面調査で回答のあったＡＥＤのうち、その約４割が財団全国

ＡＥＤマップに設置情報が登録がなされておらず、その理由として「認識不足」という回答が

半数近くを占めており、ＡＥＤの設置登録情報の有効活用等に関する周知が十分になされてい

るとは言い難い状況であった。

今後は関係部署で連携し、本市におけるＡＥＤの設置場所に関する情報が、本市所管の施設

設置分を含めて、財団全国ＡＥＤマップに適切に反映されるよう、その方策を検討されたい。

また、他市の事例等を参考にされるなどして、本市におけるＡＥＤの設置場所に関する情報

の活用についても検討されたい。（保健医療政策課、消防局）

（４）耐用期間の確認について

実地調査においてＡＥＤの管理状況を確認したところ、所管課等調達ＡＥＤについて、日常

点検及び消耗品の更新は適正になされていたが、製造販売業者が推奨するＡＥＤ本体の耐用期

間を超過していたものが１台あった。また、保健部調達以外のＡＥＤについて、書面により補

足調査を実施したところ、ＡＥＤ本体の耐用期間を超過していたものが２台あった。

ＡＥＤについては、製造販売業者が推奨する耐用期間を超過して設置していたとしても直ち

に使用不能となるものではない。しかし、緊急時にその性能を発揮できない状況が生じた際に

は救命につながらない可能性があるので、日常点検においては、消耗品だけに限らずＡＥＤ本

体の耐用期間にも留意するよう、所管課及び施設管理者は検討されたい。（産業立地・就業支援

課、菊川総合支所地域政策課、豊北総合支所地域政策課）
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第３ むすび

本市において、保健部による公共施設へのＡＥＤの整備が開始されてから１６年が経過し、

今回の監査により、多くの公共施設等にＡＥＤが設置されていることがわかった。

ガイドラインでは、「…設置数を増やすことに重点が置かれてきたが、今後はより効果的かつ

戦略的なＡＥＤの配備と管理を進めていく必要性がある。」との記載がなされており、ＡＥＤ設

置施設関係者以外に、市民がＡＥＤを使用することを想定し、ＡＥＤの適切な維持管理に加え、

教育・訓練の重要性、市民への設置情報の提供等についても言及されているところである。

今後、本市の公共施設等に設置されたＡＥＤについて、施設関係者のみならず、市民が使用

する可能性があることを想定し、ＡＥＤの設置及び管理等を行っていく必要があると思料され

るので、ガイドラインの内容を踏まえた全庁への周知を推進されたい。

本市の公共施設等に設置されたＡＥＤについて、市民の安全安心のため、さらなる環境整備

と有効活用が進むことを望むものである。
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資 料
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【参考画像】

○ＡＥＤ本体（ケースに入った状態）

○ＡＥＤ本体（ケースを開いた状態 表面）

インジケータランプ

インジケータランプ

表示ラベル

電極パッド（予備）



29

○ＡＥＤ本体（ケースを開いた状態 裏面）

○ＡＥＤボックス（ 壁面設置型 ）

電極パッド（予備）
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【厚労省通知１】

非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について）（抜粋）
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【厚労省通知２】

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について（注意喚起及び関係団体への周知依頼）（抜粋）
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【厚労省通知３】

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について（抜粋）
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【消防庁通知１】

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について（抜粋）
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【ガイドライン】

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正配置に関するガイドラインについて（抜粋） ※通知文のみ
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【ガイドライン（補訂）】

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適正配置に関するガイドラインの補訂について（抜粋） ※通知文のみ
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【ガイドライン（補訂）】

ＡＥＤ の適正配置に関するガイドライン（抜粋）
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